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(57)【要約】
【課題】放熱性の向上を可能とする半導体装置を提供す
る。
【解決手段】実施形態の半導体装置は、半導体チップと
、金属板と、半導体チップと金属板との間に設けられ、
第１の金属層と、第２の金属層と、第１の金属層と第２
の金属層との間の絶縁層を有し、第２の金属層が、第１
の膜厚を有する第１の領域と、第２の膜厚を有する第２
の領域と、第１の膜厚及び第２の膜厚よりも厚い第３の
膜厚を有する第３の領域を有し、第３の領域は第１の領
域と第２の領域との間に位置する絶縁基板と、第２の金
属層と金属板との間に設けられたはんだ層と、を備える
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体チップと、
　金属板と、
　前記半導体チップと前記金属板との間に設けられ、第１の金属層と、第２の金属層と、
前記第１の金属層と前記第２の金属層との間の絶縁層を有し、前記第２の金属層が、第１
の膜厚を有する第１の領域と、第２の膜厚を有する第２の領域と、前記第１の膜厚及び前
記第２の膜厚よりも厚い第３の膜厚を有する第３の領域を有し、前記第３の領域は前記第
１の領域と前記第２の領域との間に位置する絶縁基板と、
　前記第２の金属層と前記金属板との間に設けられたはんだ層と、
を備える半導体装置。
【請求項２】
　前記第１の膜厚及び前記第２の膜厚は、前記第３の膜厚の０．４倍以上０．９倍以下で
ある請求項１記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記半導体チップの第１の端部と、前記第１の領域と前記第３の領域との境界部とを仮
想的に結ぶ第１の線分と、前記第２の金属層と前記絶縁層との界面との間の角度が４５度
以下であり、
　前記半導体チップの第２の端部と、前記第１の領域と前記第３の領域との境界部とを仮
想的に結ぶ第２の線分と、前記第２の金属層と前記絶縁層との界面との間の角度が４５度
以下である請求項１又は請求項２記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記金属板は、前記絶縁基板に対向する面の反対の面が凸形状となるよう湾曲している
請求項１ないし請求項３いずれか一項記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記半導体チップと前記第１の金属層との間に設けられた接着層を、更に備える請求項
１ないし請求項４いずれか一項記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記絶縁層は、酸化アルミニウム、窒化シリコン、又は、窒化アルミニウムである請求
項１ないし請求項５いずれか一項記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記金属板は、銅（Ｃｕ）を含む請求項１ないし請求項６いずれか一項記載の半導体装
置。
【請求項８】
　前記第１の金属層、及び、前記第２の金属層は銅（Ｃｕ）を含む請求項１ないし請求項
７いずれか一項記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記はんだ層がアンチモン（Ｓｂ）を含む請求項１ないし請求項８いずれか一項記載の
半導体装置。
【請求項１０】
　前記絶縁基板の周囲を囲む枠体と、前記金属板との間に前記絶縁基板を挟む蓋と、前記
絶縁基板と前記枠体との間、及び、前記絶縁基板と前記蓋との間に設けられた封止材を、
更に備える請求項１ないし請求項９いずれか一項記載の半導体装置。
 
 
 
 
 
 
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パワー半導体モジュールでは、例えば、金属ベース板の上に、絶縁基板を間に挟んでパ
ワー半導体チップが実装される。パワー半導体チップは、例えば、ＩＧＢＴ（Ｉｎｓｕｌ
ａｔｅｄ　Ｇａｔｅ　Ｂｉｐｏｌａｒ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）、ＭＯＳＦＥＴ（Ｍｅｔ
ａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｆｉｅｌｄ　Ｅｆｆｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）、又は、ダイオ
ードである。
【０００３】
　パワー半導体チップは、高電圧で高電流を流すため、発熱量が大きい。パワー半導体モ
ジュールの放熱性が低いと、パワー半導体チップの発熱に起因して、ボンディングワイヤ
のオープン不良等の信頼性不良が生じる。このため、パワー半導体モジュールでは、放熱
性を向上させることが要求される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－１６５２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、放熱性の向上を可能とする半導体装置を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様の半導体装置は、半導体チップと、金属板と、前記半導体チップと前記
金属板との間に設けられ、第１の金属層と、第２の金属層と、前記第１の金属層と前記第
２の金属層との間の絶縁層を有し、前記第２の金属層が、第１の膜厚を有する第１の領域
と、第２の膜厚を有する第２の領域と、前記第１の膜厚及び前記第２の膜厚よりも厚い第
３の膜厚を有する第３の領域を有し、前記第３の領域は前記第１の領域と前記第２の領域
との間に位置する絶縁基板と、前記第２の金属層と前記金属板との間に設けられたはんだ
層と、を備える。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施形態の半導体装置の模式断面図。
【図２】実施形態の一部の拡大模式断面図。
【図３】比較形態の半導体装置の模式断面図。
【図４】比較形態の半導体装置の問題点の説明図。
【図５】実施形態の半導体装置の作用及び効果の説明図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本明細書中、同一又は類似する部材については、同一の符号を付し、重複する説明を省
略する場合がある。
【０００９】
　本明細書中、部品等の位置関係を示すために、図面の上方向を「上」、図面の下方向を
「下」と記述する場合がある。本明細書中、「上」、「下」の概念は、必ずしも重力の向
きとの関係を示す用語ではない。
【００１０】
　実施形態の半導体装置は、半導体チップと、金属板と、半導体チップと金属板との間に



(4) JP 2019-54069 A 2019.4.4

10

20

30

40

50

設けられ、第１の金属層と、第２の金属層と、第１の金属層と第２の金属層との間の絶縁
層を有し、第２の金属層が、第１の膜厚を有する第１の領域と、第２の膜厚を有する第２
の領域と、第１の膜厚及び第２の膜厚よりも厚い第３の膜厚を有する第３の領域を有し、
第３の領域は第１の領域と第２の領域との間に位置し、第３の領域は半導体チップと金属
板との間に位置する絶縁基板と、第２の金属層と金属板との間に設けられたはんだ層と、
を備える。
【００１１】
　図１は、実施形態の半導体装置の模式断面図である。図２は、実施形態の一部の拡大模
式断面図である。実施形態の半導体装置は、パワー半導体モジュール１００である。
【００１２】
　実施形態のパワー半導体モジュール１００は、ＭＯＳＦＥＴ１０（半導体チップ）、Ｍ
ＯＳＦＥＴ１２、金属ベース板１４（金属板）、絶縁回路基板１６（絶縁基板）、第１の
はんだ層２０（はんだ層）、第２のはんだ層２２（接着層）、ボンディングワイヤ２４、
樹脂ケース２６（枠体）、蓋２８、第１の電力端子３０、第２の電力端子３２、シリコー
ンゲル３４（封止剤）を備える。絶縁回路基板１６は、第１の金属層１７、第２の金属層
１８、セラミック層１９（絶縁層）を有する。第２の金属層１８は、第１の凹領域１８ａ
（第１の領域）、第２の凹領域１８ｂ（第２の領域）、凸領域１８ｃ（第３の領域）を有
する。
【００１３】
　ＭＯＳＦＥＴ１０、及び、ＭＯＳＦＥＴ１２は、絶縁回路基板１６の上に設けられる。
ＭＯＳＦＥＴ１０、及び、ＭＯＳＦＥＴ１２は、高耐圧のパワーＭＯＳＦＥＴである。Ｍ
ＯＳＦＥＴ１０及び、ＭＯＳＦＥＴ１２は、第２のはんだ層２２によって第１の金属層１
７に固定される。ＭＯＳＦＥＴ１０、及び、ＭＯＳＦＥＴ１２は、例えば、シリコン、又
は、炭化珪素を用いた縦型ＭＯＳＦＥＴである。
【００１４】
　ＭＯＳＦＥＴ１０、及び、ＭＯＳＦＥＴ１２は、はんだに代えて、例えば、銀ペースト
を用いた焼結接合により、第１の金属層１７に固定されても構わない。
【００１５】
　金属ベース板１４は、例えば、銅を含む。金属ベース板１４は、例えば、純銅又は銅合
金である。金属ベース板１４は、アルミニウムであっても構わない。
【００１６】
　例えば、パワー半導体モジュール１００を製品に実装する際、金属ベース板１４の裏面
には、図示しない放熱板が接続される。例えば、パワー半導体モジュール１００の四方と
放熱板をネジ止めすることにより、金属ベース板１４と放熱板は固定される。金属ベース
板１４と放熱板との間には、例えば、サーマルグリースが挟まれる。
【００１７】
　金属ベース板１４は、例えば、絶縁回路基板１６に対向する面の反対の面が、凸形状と
なるように湾曲している。言い換えれば、金属ベース板１４の裏面は、端部に対し中央部
が突出するような反り形状を有する。
【００１８】
　絶縁回路基板１６は、ＭＯＳＦＥＴ１０と金属ベース板１４との間、及び、ＭＯＳＦＥ
Ｔ１２と金属ベース板１４との間に設けられる。絶縁回路基板１６は、ＭＯＳＦＥＴ１０
と金属ベース板１４との間、及び、ＭＯＳＦＥＴ１２と金属ベース板１４との間の電気的
絶縁を確保する機能を有する。金属ベース板１４と絶縁回路基板１６との間には、第１の
はんだ層２０が設けられる。
【００１９】
　絶縁回路基板１６は、第１の金属層１７、第２の金属層１８、セラミック層１９（絶縁
層）を有する。第１の金属層１７、及び、第２の金属層１８は、例えば、銅を含む。第１
の金属層１７、及び、第２の金属層１８は、例えば、純銅である。セラミック層１９は、
例えば、酸化アルミニウム、窒化シリコン、又は、窒化アルミニウムである
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【００２０】
　第２の金属層１８は、第１の凹領域１８ａ、第２の凹領域１８ｂ、凸領域１８ｃ（第３
の領域）を有する。凸領域１８ｃは、第１の凹領域１８ａと第２の凹領域１８ｂとの間に
位置する。
【００２１】
　第１の凹領域１８ａは第１の膜厚（図２中のｔ１）を有する。第２の凹領域１８ｂは第
２の膜厚（図２中のｔ２）を有する。凸領域１８ｃは第３の膜厚（図２中のｔ３）を有す
る。第３の膜厚ｔ３は、第１の膜厚ｔ１及び第２の膜厚ｔ２よりも厚い。第１の膜厚ｔ１
及び第２の膜厚ｔ２は、第３の膜厚ｔ３の０．４倍以上０．９倍以下である。
【００２２】
　第１の膜厚ｔ１、第２の膜厚ｔ２、及び、第３の膜厚ｔ３の膜厚の関係は、例えば、顕
微鏡写真の画像上で、それぞれの膜厚を比較することで、判定することが可能である。
【００２３】
　第１の膜厚ｔ１及び第２の膜厚ｔ２は、例えば、０．１６ｍｍ以上０．７６ｍｍ以下で
ある。また、第３の膜厚ｔ３は、例えば、０．４ｍｍ以上０．８ｍｍ以下である。
【００２４】
　凸領域１８ｃは、ＭＯＳＦＥＴ１０と金属ベース板１４との間、及び、ＭＯＳＦＥＴ１
２と金属ベース板１４との間に位置する。凸領域１８ｃは、ＭＯＳＦＥＴ１０の直下に位
置する。また、凸領域１８ｃは、ＭＯＳＦＥＴ１２の直下に位置する。
【００２５】
　ＭＯＳＦＥＴ１０の第１の端部（図２中のＥ１）と、第１の凹領域１８ａと凸領域１８
ｃの境界部とを仮想的に結ぶ第１の線分（図２中のＬ１）と、第２の金属層１８とセラミ
ック層１９との界面（図２中のＩ）との間の角度（図２中のθ１）は、例えば、４５度以
下である。また、ＭＯＳＦＥＴ１０の第２の端部（図２中のＥ２）と、第２の凹領域１８
ｂと凸領域１８ｃの境界部とを仮想的に結ぶ第２の線分（図２中のＬ２）と、第２の金属
層１８とセラミック層１９との界面（図２中のＩ）との間の角度（図２中のθ２）は、例
えば、４５度以下である。
【００２６】
　第１の凹領域１８ａ、第２の凹領域１８ｂ、凸領域１８ｃは、例えば、平板形状の金属
層をエッチング加工することにより形成することが可能である。
【００２７】
　第１のはんだ層２０は、第２の金属層１８と金属ベース板１４との間に設けられる。第
１のはんだ層２０は、金属ベース板１４に絶縁回路基板１６を固定する。第１のはんだ層
２０の主成分は、例えば、スズ（Ｓｎ）－鉛（Ｐｂ）合金、スズ（Ｓｎ）－銀（Ａｇ）合
金、スズ（Ｓｎ）－ビスマス（Ｂｉ）合金、スズ（Ｓｎ）－銅（Ｃｕ）合金、又は、スズ
（Ｓｎ）－インジウム（Ｉｎ）合金である。また、例えば、アンチモン（Ｓｂ）を含むス
ズ（Ｓｎ）－アンチモン（Ｓｂ）合金である。
【００２８】
　樹脂ケース２６は、絶縁回路基板１６の周囲を囲んで設けられる。樹脂ケース２６の上
には樹脂の蓋２８が設けられる。蓋２８は、金属ベース板１４との間に絶縁回路基板１６
を挟む。
【００２９】
　また、パワー半導体モジュール１００の内部には、封止材としてシリコーンゲル３４が
充填されている。樹脂ケース２６、金属ベース板１４、蓋２８、及び、シリコーンゲル３
４は、半導体モジュール１００内の部材を保護又は絶縁する機能を有する。
【００３０】
　樹脂ケース２６の上部には、第１の電力端子３０、及び、第２の電力端子３２が設けら
れる。樹脂ケース２６の上部に、例えば、図示しないＡＣ出力端子、及び、ゲート端子が
設けられる。第１の電力端子３０、及び、第２の電力端子３２により、パワー半導体モジ
ュール１００と外部との電気的接続が行われる。
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【００３１】
　第１の電力端子３０は、ボンディングワイヤ２４を用いて、第１の金属層１７に電気的
に接続される。ＭＯＳＦＥＴ１０は、ボンディングワイヤ２４を用いて、第１の金属層１
７に電気的に接続されるＭＯＳＦＥＴ１２は、ボンディングワイヤ２４を用いて、第１の
金属層１７に電気的に接続される。第１の金属層１７は、ボンディングワイヤ２４を用い
て、第２の電力端子３２に電気的に接続される。ボンディングワイヤ２４は、例えば、ア
ルミワイヤである。
【００３２】
　次に、実施形態の半導体装置の作用及び効果について説明する。
【００３３】
　図３は、比較形態の半導体装置の模式断面図である。比較形態の半導体装置は、パワー
半導体モジュール９００である。
【００３４】
　比較形態のパワー半導体モジュール９００は、絶縁回路基板１６の第２の金属層１８に
、凸領域１８ｃが設けられない点で実施形態のパワー半導体モジュール１００と異なって
いる。すなわち、パワー半導体モジュール９００の第２の金属層１８は平板形状である。
【００３５】
　図４は、比較形態の半導体装置の問題点の説明図である。図４は、パワー半導体モジュ
ール９００の一部、及び、放熱板を図示している。
【００３６】
　パワー半導体モジュール９００を製品に実装する際、金属ベース板１４の裏面には、放
熱板４０が接続される。例えば、パワー半導体モジュール９００の四方と放熱板４０をネ
ジ止めして、金属ベース板１４を押さえつけることにより、金属ベース板１４と放熱板４
０は密着して固定される。金属ベース板１４と放熱板４０との間には、例えば、図示しな
いサーマルグリースが挟まれる。
【００３７】
　金属ベース板１４の裏面は、端部に対し中央部が突出するような反り形状を有する。金
属ベース板１４の表面は、端部に対し中央部が窪むような反り形状を有する。金属ベース
板１４の反り量（図４中のΔ）は、例えば、０ｍｍ以上１ｍｍ以下である。また、例えば
、０ｍｍより大きく１ｍｍ以下である。また、例えば、０．１ｍｍより大きく１ｍｍ以下
である。なお、図４では、説明のために、反り量を強調して図示している。
【００３８】
　仮に、金属ベース板１４の裏面が反り形状を有しない場合、ネジ止めの際に、金属ベー
ス板１４の裏面の中央部と放熱板４０の表面との間に隙間ができるおそれがある。そして
、その隙間に熱伝導率の低いサーマルグリースが溜ったり、熱伝導率の低い空隙が出来た
りして、熱抵抗が上がり放熱性が低下するおそれがある。
【００３９】
　金属ベース板１４が反り形状を有する場合、絶縁回路基板１６の中央部と金属ベース板
１４の間の、第１のはんだ層２０の厚さが、絶縁回路基板１６の端部と金属ベース板１４
の間の厚さと比較して厚くなる。はんだの熱伝導率は、例えば、第２の金属層１８や金属
ベース板１４の熱伝導率と比較して格段に低い。また、はんだが厚くなると、はんだより
も更に熱伝導率の低いボイドの発生確率が高くなる。
【００４０】
　したがって、第１のはんだ層２０の厚さが厚くなると熱抵抗が上がり、放熱性が低下す
るため好ましくない。特に、発熱量の大きいＭＯＳＦＥＴ１０の直下、及び、ＭＯＳＦＥ
Ｔ１２の直下の第１のはんだ層２０の厚さが厚くなることは好ましくない。
【００４１】
　図５は、実施形態の半導体装置の作用及び効果の説明図である。図５は、パワー半導体
モジュール１００の一部、及び、放熱板を図示している。
【００４２】
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　実施形態では、パワー半導体モジュール１００の第２の金属層１８に、凸領域１８ｃが
設けられる。凸領域１８ｃは、発熱量の大きいＭＯＳＦＥＴ１０の直下、及び、ＭＯＳＦ
ＥＴ１２の直下に設けられる。凸領域１８ｃが設けられることで、比較形態に比べ、ＭＯ
ＳＦＥＴ１０の下の第１のはんだ層２０の厚さ、及び、ＭＯＳＦＥＴ１２の下の第１のは
んだ層２０の厚さが薄くなる。したがって、比較形態に比べて熱抵抗が下がり、放熱性が
向上する。
【００４３】
　第１の凹領域１８ａの第１の膜厚ｔ１、及び、第２の凹領域１８ｂの第２の膜厚ｔ２は
、凸領域１８ｃの第３の膜厚ｔ３の０．４倍以上０．９倍以下であることが好ましい。上
記範囲を下回ると、加工が困難になるおそれがある。また、上記範囲を下回ると、第１の
凹領域１８ａと凸領域１８ｃとの境界部、第２の凹領域１８ｂと凸領域１８ｃとの境界部
で、第１のはんだ層２０のはんだ量の変化が大きくなり、クラック発生の要因となるおそ
れがある。また、上記範囲を下回ると、第１のはんだ層２０との間の合金形成が不十分と
なり、絶縁回路基板１６と金属ベース板１４との接着性が低下するおそれがある。また、
上記範囲を上回ると、第１のはんだ層２０の厚さが厚くなりすぎ、放熱性の向上が不十分
となるおそれがある。
【００４４】
　ＭＯＳＦＥＴ１０の第１の端部（図２中のＥ１）と、第１の凹領域１８ａと凸領域１８
ｃの境界部とを仮想的に結ぶ第１の線分（図２中のＬ１）と、第２の金属層１８とセラミ
ック層１９との界面（図２中のＩ）との間の角度（図２中のθ１）は、例えば、４５度以
下であることが好ましい。また、ＭＯＳＦＥＴ１０の第２の端部（図２中のＥ２）と、第
２の凹領域１８ｂと凸領域１８ｃとの境界部とを仮想的に結ぶ第２の線分（図２中のＬ２
）と、第２の金属層１８とセラミック層１９との界面（図２中のＩ）との間の角度（図２
中のθ２）は、例えば、４５度以下であることが好ましい。
【００４５】
　上記構成により、ＭＯＳＦＥＴ１０の下で、第１のはんだ層２０の厚さが薄い領域が広
がり、放熱性を向上させることが可能である。
【００４６】
　第１のはんだ層２０の主成分が、アンチモン（Ｓｂ）を含むスズ（Ｓｎ）－アンチモン
（Ｓｂ）合金である場合に、実施形態は特に有効に作用する。スズ（Ｓｎ）－アンチモン
（Ｓｂ）合金は、高い耐熱性を備える一方、熱伝導率が比較的低い。実施形態のパワー半
導体モジュール１００の第１のはんだ層２０に、スズ（Ｓｎ）－アンチモン（Ｓｂ）合金
を適用することで、高い耐熱性と高い放熱性を両立させることが可能となる。
【００４７】
　以上、実施形態の半導体モジュール１００によれば、半導体チップ直下の絶縁回路基板
１６と金属ベース板１４との間の第１のはんだ層２０の厚さを薄くすることが可能となる
。したがって、半導体モジュール１００の放熱性の向上が可能となる。
【００４８】
　実施形態では、半導体チップとしてＭＯＳＦＥＴを例に説明したが、半導体チップは、
ＩＧＢＴであっても、ダイオードであっても構わない。また、例えば、ＭＯＳＦＥＴとダ
イオード、あるいは、ＩＧＢＴとダイオードの組み合わせであっても構わない。
【００４９】
　また、１枚の絶縁回路基板１６の上に実装される半導体チップの数は、２個に限定され
ず、１個であっても、３個以上であっても構わない。また、半導体モジュール１００には
、２枚以上の絶縁回路基板１６が含まれていても構わない。
【００５０】
　実施形態では、封止材としてシリコーンゲル３４を用いる場合を例に説明したが、シリ
コーンゲル３４に代えて、例えば、エポキシ樹脂など、その他の樹脂材料を用いることも
可能である。
【００５１】
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　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。例えば、一実施形態の構成要素を他の実施形
態の構成要素と置き換え又は変更してもよい。これら実施形態やその変形は、発明の範囲
や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれ
る。
【符号の説明】
【００５２】
１０　　　ＭＯＳＦＥＴ（半導体チップ）
１４　　　金属ベース板（金属板）
１６　　　絶縁回路基板（絶縁基板）
１７　　　第１の金属層
１８　　　第２の金属層
１８ａ　　第１の凹領域（第１の領域）
１８ｂ　　第２の凹領域（第２の領域）
１８ｃ　　凸領域（第３の領域）
２０　　　第１のはんだ層（はんだ層）
２２　　　第２のはんだ層（接着層）
１９　　　セラミック層（絶縁層）
２６　　　樹脂ケース（枠体）
２８　　　蓋
３４　　　シリコーンゲル（封止剤）
１００　　パワー半導体モジュール
Ｅ１　　　第１の端部
Ｅ２　　　第２の端部
Ｉ　　　　界面
Ｌ１　　　第１の線分
Ｌ２　　　第２の線分
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